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(57)【要約】
【課題】台座マウントと回路基板とのクリアランスを後
工程で埋める作業が不要となるカメラモジュールを提供
する。
【解決手段】レンズユニット２とレンズユニット２によ
り結像された入射光を電気信号に変換するセンサ（撮像
素子）５とレンズユニット２が取り付けられセンサ（撮
像素子）５を収納する台座マウント３とを有し、台座マ
ウント３の側壁部３ｅの下端に、センサ（撮像素子）５
と所定の回路基板との接合を可能にするリフロー温度に
て溶融する熱可塑性樹脂からなる底面部１１を備えるカ
メラモジュール１。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズユニットと、
　前記レンズユニットにより結像された入射光を電気信号に変換する撮像素子と、
　前記レンズユニットが取り付けられ、前記撮像素子を収納する台座マウントと、を有し
、
　前記台座マウントの側壁部の下端に、前記撮像素子と所定の回路基板との接合を可能に
するリフロー温度にて溶融する熱可塑性樹脂から構成される底面部を備える
ことを特徴とするカメラモジュール。
【請求項２】
　前記底面部は、前記台座マウントの前記側壁部を構成する合成樹脂と当該底面部を構成
する熱可塑性樹脂とを用いる２色成形法により、当該側壁部と一体に形成されることを特
徴とする請求項１に記載のカメラモジュール。
【請求項３】
　前記底面部の前記台座マウントの前記側壁部との接合面は、当該底面部と当該側壁部と
が互いに嵌合するように、所定の凹凸形状を有することを特徴とする請求項１又は２に記
載のカメラモジュール。
【請求項４】
　前記底面部は、当該底面部の断面幅が先端に向けて前記側壁部の断面幅より小さくなる
ように、テーパ形状を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のカ
メラモジュール。
【請求項５】
　前記底面部の断面幅が、前記側壁部の断面幅より大きいことを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか１項に記載のカメラモジュール。
【請求項６】
　前記底面部を構成する熱可塑性樹脂の粘度が、３，０００ｍＰａ・ｓ～１０，０００ｍ
Ｐａ・ｓであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のカメラモジュー
ル。
【請求項７】
　前記底面部が、リフロー温度にて溶融する熱可塑性樹脂と導電性フィラーとを含む熱可
塑性樹脂組成物から構成されることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の
カメラモジュール。
【請求項８】
　前記台座マウントの表面に導電性皮膜が形成されていることを特徴とする請求項１乃至
７のいずれか１項に記載のカメラモジュール。
【請求項９】
　前記台座マウントの側壁部の前記底面部との接合面は、当該側壁部の外側から前記撮像
素子を収納する当該台座マウントの内側に向かって下り勾配となるようにテーパ形状が形
成されていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載のカメラモジュール
。
【請求項１０】
　前記台座マウントの側壁部の前記底面部との接合面は、当該側壁部の外周面から当該側
壁部の厚さの約２分の１程度の範囲まで当該側壁部の外側から内側に向かって所定の下り
勾配となるように形成された第１のテーパ形状と、当該側壁部の厚さの約２分の１程度の
地点で当該接合面が前記回路基板の方向に略垂直に下降するように形成された段差と、当
該段差が形成された部分から当該側壁部の内側に向かって所定の下り勾配となるように形
成された第２のテーパ形状と、を有していることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか
１項に記載のカメラモジュール。
【請求項１１】
　前記撮像素子と接合する前記回路基板は、リフロー温度にて溶融した前記底面部が接合
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する端子部を設ける部分が凸部となるように形成された段差を有することを特徴とする請
求項１乃至１０のいずれか１項に記載のカメラモジュール。
【請求項１２】
　前記撮像素子と接合する前記回路基板は、リフロー温度にて溶融した前記底面部が接合
する端子部を設ける部分が凹部となるように形成された段差を有することを特徴とする請
求項１乃至１０のいずれか１項に記載のカメラモジュール。
【請求項１３】
　前記リフロー温度が、１９０℃～２９０℃であることを特徴とする請求項１乃至１２の
いずれか１項に記載のカメラモジュール。
【請求項１４】
　前記底面部を構成する熱可塑性樹脂が、ホットメルト接着剤であることを特徴とする請
求項１乃至１３のいずれか１項に記載のカメラモジュール。
【請求項１５】
　レンズユニットが取付けられた台座マウントに撮像素子を収納したカメラモジュールと
当該カメラモジュールに接合した回路基板とを有する撮像装置の製造方法であって、
　予め所定位置に半田ペーストが塗布された回路基板にカメラモジュールを搭載し、当該
カメラモジュールの台座マウントの下端に設けた熱可塑性樹脂からなる底面部と当該回路
基板との間に所定のクリアランスを設ける搭載工程と、
　前記搭載工程により前記カメラモジュールを搭載した前記回路基板を加熱炉に通して加
熱し、当該カメラモジュールの前記撮像素子と当該回路基板とを半田付けするとともに、
当該カメラモジュールの台座マウントの下端に設けた底面部を溶融し、当該台座マウント
と当該回路基板との間に設けたクリアランスを埋める加熱工程と、を有する
ことを特徴とする撮像装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記底面部を構成する熱可塑性樹脂が、ホットメルト接着剤であることを特徴とする請
求項１５に記載の撮像装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラモジュール等に関し、より詳しくは、例えば、携帯電話機等に搭載さ
れるカメラモジュール等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等の各種機器にカメラシステムが搭載されている。このようなカメラ
システムには、マイクロレンズを用いて被写体画像をイメージセンサに結像させるカメラ
モジュールが広く使用されている。
　このようなカメラモジュールについて、例えば、特許文献１に、小型カメラモジュール
のソケットへの取付け構造を、ソケットのバネ性腕部が小型カメラモジュールに当たらな
いようにすることにより、小型カメラモジュールとソケットとの電気的接続の信頼性が向
上することが記載されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３０４６０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、イメージセンサとカバーガラスとを一体化したパッケージセンサを用いるカ
メラモジュールの場合、パッケージセンサを収納した台座マウントと回路基板との半田付
けを確実に行うために、台座マウントが回路基板に当たらないように所定のクリアランス
を設けている。
　台座マウントと回路基板との間にこのようなクリアランスが残ると、外部の照明光等が
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原因となる迷光により、イメージセンサに結像される被写体画像にフレア等が生じる。こ
のため、このようなクリアランスは接着剤等により埋める必要がある。
　しかし、このようなクリアランスを埋める作業は、通常、カメラモジュールを搭載した
回路基板を、所定の加熱炉（リフロー炉）にて加熱処理するリフロー半田付け処理の後に
行われるため、作業工程が増大し、生産性の低下の原因と一つとなる。
　また、別体の金属カバーや台座マウントの表面に形成された導電膜により、カメラモジ
ュールを電磁シールド（ＥＭＩシールド）する場合も、リフロー半田付け処理の後に、導
電性接着剤又は半田を用いて、シールド部を回路基板に通電させる工程が必要となる。
【０００５】
　本発明は、上述した技術的課題を解決するためになされたものである。即ち、本発明の
目的は、台座マウントと回路基板とのクリアランスを後工程で埋める作業を不要とし、さ
らに、リフロー加熱の際にシールド部の回路基板への通電が可能となり、生産性向上及び
材料コストの低減を図れるカメラモジュールを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かくして本発明によれば、レンズユニットと、レンズユニットにより結像された入射光
を電気信号に変換する撮像素子と、レンズユニットが取り付けられ、撮像素子を収納する
台座マウントと、を有し、台座マウントの側壁部の下端に、撮像素子と所定の回路基板と
の接合を可能にするリフロー温度にて溶融する熱可塑性樹脂から構成される底面部を備え
ることを特徴とするカメラモジュールが提供される。
【０００７】
　ここで、本発明が適用されるカメラモジュールにおいて、底面部は、台座マウントの側
壁部を構成する合成樹脂と底面部を構成する熱可塑性樹脂とを用いる２色成形法により、
側壁部と一体に形成されることが好ましい。
　また、底面部の台座マウントの側壁部との接合面は、底面部と側壁部とが互いに嵌合す
るように、所定の凹凸形状を有することが好ましい。
　さらに、底面部は、底面部の断面幅が先端に向けて側壁部の断面幅より小さくなるよう
に、テーパ形状を有することが好ましい。
　また、底面部の断面幅が、側壁部の断面幅より大きいことが好ましい。
　また、底面部を構成する熱可塑性樹脂の粘度が、３，０００ｍＰａ・ｓ～１０，０００
ｍＰａ・ｓであることが好ましい。
【０００８】
　また、本発明が適用されるカメラモジュールにおいて、底面部が、リフロー温度にて溶
融する熱可塑性樹脂と導電性フィラーとを含む熱可塑性樹脂組成物から構成されることが
好ましい。
　さらに、台座マウントの表面に導電性皮膜が形成されていることが好ましい。
【０００９】
　次に、カメラモジュールを構成する台座マウントの側壁部の底面部との接合面は、側壁
部の外側から撮像素子を収納する台座マウントの内側に向かって下り勾配となるようにテ
ーパ形状が形成されていることが好ましい。
　また、カメラモジュールを構成する台座マウントの側壁部の底面部との接合面は、側壁
部の外周面から側壁部の厚さの約２分の１程度の範囲まで側壁部の外側から内側に向かっ
て所定の下り勾配となるように形成された第１のテーパ形状と、側壁部の厚さの約２分の
１程度の地点で接合面が回路基板の方向に略垂直に下降するように形成された段差と、段
差が形成された部分から側壁部の内側に向かって所定の下り勾配となるように形成された
第２のテーパ形状と、を有していることが好ましい。
【００１０】
　さらに、撮像素子と接合する回路基板は、リフロー温度にて溶融した底面部が接合する
端子部を設ける部分が凸部となるように形成された段差を有することが好ましい。
　また、撮像素子と接合する回路基板は、リフロー温度にて溶融した底面部が接合する端
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子部を設ける部分が凹部となるように形成された段差を有することが好ましい。
　ここで、撮像素子と回路基板との接合を可能にするリフロー温度が、１９０℃～２９０
℃であることが好ましい。
　ここで、底面部を構成する熱可塑性樹脂が、ホットメルト接着剤であることが好ましい
。
【００１１】
　次に、本発明によれば、レンズユニットが取付けられた台座マウントに撮像素子を収納
したカメラモジュールとカメラモジュールに接合した回路基板とを有する撮像装置の製造
方法であって、予め所定位置に半田ペーストが塗布された回路基板にカメラモジュールを
搭載し、カメラモジュールの台座マウントの下端に設けた熱可塑性樹脂からなる底面部と
回路基板との間に所定のクリアランスを設ける搭載工程と、搭載工程によりカメラモジュ
ールを搭載した回路基板を加熱炉に通して加熱し、カメラモジュールの撮像素子と回路基
板とを半田付けするとともに、カメラモジュールの台座マウントの下端に設けた底面部を
溶融し、台座マウントと回路基板との間に設けたクリアランスを埋める加熱工程と、を有
することを特徴とする撮像装置の製造方法が提供される。
　ここで、台座マウントの下端に設けた底面部を構成する熱可塑性樹脂が、ホットメルト
接着剤であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、台座マウントと回路基板とのクリアランスを後工程で埋める作業が不
要となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。尚、本発明は、以下の実施の形態
に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することが出来る。ま
た、使用する図面は本実施の形態を説明するためのものであり、実際の大きさを表すもの
ではない。
【００１４】
（第１の実施形態）
　図１は、本実施の形態（第１の実施形態）が適用されるカメラモジュール１を説明する
図である。図１に示すように、カメラモジュール１は、複数枚のレンズ（後述）を保持す
るレンズユニット２と、レンズユニット２を取り付ける台座マウント３とを備えている。
台座マウント３は、レンズユニット２が取り付けられる円筒部３ａと、円筒部３ａと一体
に構成されている矩形部３ｂとを有し、台座マウント３の矩形部３ｂの下端に、熱可塑性
樹脂からなる底面部１１を設けている。底面部１１については後述する。尚、レンズユニ
ット２を台座マウント３に取り付けた部品を鏡筒と呼ぶことがある。
【００１５】
　図２は、図１に示すカメラモジュール１の分解斜視図である。図２に示すように、カメ
ラモジュール１は、レンズユニット２と、台座マウント３とを備える。さらに、レンズユ
ニット２に入射する入射光の特定の周波数成分を除去するフィルタ４と、入射光を電気信
号に変換するセンサ（撮像素子）５と、フィルタ４とセンサ５との間に配置された方形の
ガラスカバー７とを備えている。
【００１６】
　カメラモジュール１のレンズユニット２は、内部に複数枚のレンズを収容するバレル（
ホルダ）２ａから構成されている。バレル２ａの端面には光が入射する開口部２ｄが設け
られ、バレル２ａの外周面には雄ねじ２ｃが形成されている。
【００１７】
　前述したように、台座マウント３の円筒部３ａと矩形部３ｂとは一体に構成され、円筒
部３ａの内部空間と矩形部３ｂの内部空間とが連続するように構成されている。また、円
筒部３ａの内周面には、前述したレンズユニット２のバレル２ａの外周面に形成された雄
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ねじ２ｃに対応する雌ねじ３ｃが形成されている。さらに、台座マウント３の矩形部３ｂ
には側壁部３ｅが形成され、側壁部３ｅの下端に底面部１１を設けている。
　レンズユニット２は、台座マウント３の円筒部３ａに螺合して取り付けられる。尚、レ
ンズ２ｂ（図３参照）が台座マウント３に直接取り付けられてもよい。
【００１８】
　図３は、図１及び図２に示すカメラモジュール１の縦断面図である。図３に示すように
、本実施の形態では、レンズユニット２本体のバレル２ａに、２枚のレンズ２ｂを有する
。
　レンズ２ｂは、外光を透過してセンサ５の受光領域（撮像エリア）５ａに結像させるた
めの光学素子である。即ち、レンズ２ｂは、開口部２ｄから入射した光がセンサ５に結像
するように所定の光学系を形成する。尚、レンズ２ｂは、単一のレンズ又は複数枚のレン
ズ群で構成することができる。レンズユニット２は、台座マウント３の円筒部３ａにねじ
込まれ、ねじ作用により結像調整が行われた後に接着剤により台座マウント３に固着され
る。これにより、レンズユニット２の焦点合わせを実現している。
　また、バレル２ａの内側には、２枚のレンズ２ｂの間に位置する中間環２ｅと、２枚の
レンズ２ｂの下側に位置するレンズ押さえ２ｆが設けられている。
　中間環２ｅは、開口部２ｄを通過する入射光の光量を制限する絞り機能を有している。
また、レンズ押さえ２ｆは、２枚のレンズ２ｂを押さえている。
【００１９】
　台座マウント３の内側には、内面から延びて内部空間を狭めるように形成されたフラン
ジ部３ｄを有する。台座マウント３のフランジ部３ｄには、フィルタ４が取り付けられる
。
　ここで、フィルタ４は、外光の特定の周波数成分を除去する薄板の部材である。本実施
の形態では、赤外線除去フィルタ（ＩＲＣＦ：Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｃｕｔ　Ｆｉｌｔｅｒ
）を用いている。フィルタ４がフランジ部３ｄに取り付けられると、台座マウント３の内
部空間が２つに仕切られる。このフィルタ４は、センサ５の近傍に配置されており、これ
により、乱反射の影響を抑制している。
【００２０】
　台座マウント３の矩形部３ｂの、側壁部３ｅに囲まれて形成される領域の内側には、半
田バンプ８を介してセンサ５が固着されたガラスカバー７が収容されている。図３に示す
ように、ガラスカバー７は、フィルタ４とセンサ５との間に配置され、ガラスカバー７に
はセンサ５が固着されている。
　センサ５は、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）やＣＭＯＳ（Ｃ
ｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）等
のイメージセンサ（撮像素子）である。本実施の形態では、ＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｃａｌ
ｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）構造を有するセンサを用いている。センサ５は、レンズユニット２
を介して受光領域５ａに結像した光に応じて電気信号を生成し、出力する。
【００２１】
　ガラスカバー７の出射面（下面）側には、配線パターン７ａが予め設けられている。そ
して、この配線パターン７ａとセンサ５とが電気的及び物理的に接続するように複数の半
田バンプ８が設けられている。このように、配線パターン７ａに取り付けられた半田バン
プ８により、センサ５は、ガラスカバー７に物理的に固定（接合）されると共に、ガラス
カバー７の配線パターン７ａと電気的に接続されている。
【００２２】
　ここで、センサ５とガラスカバー７との離間距離は、半田バンプ８の大きさによって決
定される。半田バンプ８の大きさを制御することは容易であることから、センサ５とガラ
スカバー７との位置決めを正確に行うことが可能である。また、複数の半田バンプ８によ
り位置決めすることから、センサ５とガラスカバー７との離間距離が平均化される。
　ガラスカバー７の出射面側の配線パターン７ａの別の位置には、半田バンプ９が配され
ている。この半田バンプ９により、ガラスカバー７と回路基板（図示省略）との間の電気
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的な接続が確保される。尚、この半田バンプ９は、ガラスカバー７に固定されているセン
サ５と回路基板とが互いに離間するためのスペーサとしても用いられている。
【００２３】
　次に、カメラモジュール１を構成するレンズユニット２と台座マウント３の材料につい
て説明する。
　本実施の形態では、レンズユニット２のバレル２ａ及び台座マウント３は、遮光性を有
し、且つ、後述する加熱炉（リフロー炉）における加熱処理の際に、リフロー温度に耐え
られる耐熱性を有する合成樹脂により構成される。ここで、リフロー炉は、例えば、プリ
ント配線基板等の実装基板上で電子部品等を接続する個所に予め半田を供給し、そこに電
子部品を配置してから加熱するリフロー・半田付けを行う装置である。また、リフロー温
度は、センサ（撮像素子）５と回路基板（図示省略）との接合が可能な温度である。
　ここで、耐熱温度としては、通常、２００℃以上、好ましくは２６０～３００℃である
ことが望ましい。
【００２４】
　このような耐熱性を有する合成樹脂としては、例えば、エチレンテレフタレートとパラ
ヒドロキシ安息香酸との重縮合体、フェノールおよびフタル酸とパラヒドロキシ安息香酸
との重縮合体、２，６－ヒドロキシナフトエ酸とパラヒドロキシ安息香酸との重縮合体等
の液晶ポリマー；ポリフタルアミド樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂（ＰＥＥＫ）
、熱可塑性ポリイミド等の熱可塑性樹脂が挙げられる。
　また、レンズ２ｂを構成する材料としては、シリコーン系樹脂等の合成樹脂；ガラス等
が挙げられる。
【００２５】
　次に、底面部１１について説明する。
　図３に示すように、レンズユニット２は、台座マウント３の側壁部３ｅの下端に底面部
１１を有する。底面部１１は、台座マウント３と後述する回路基板（図示せず）との間に
所定のクリアランスＣを形成している。尚、クリアランスＣは台座マウント３と回路基板
との半田付けを確実に行うために、台座マウント３が回路基板に当たらないように予め設
けられる。
　底面部１１は、後述する加熱炉（リフロー炉）における加熱処理に際し、リフロー温度
にて溶融し、クリアランスＣを埋めるように回路基板側に垂れる性質を有する熱可塑性樹
脂から形成されている。ここで、リフロー温度は、通常、１９０℃～２９０℃の範囲であ
り、好ましくは２５０℃～２６０℃の範囲である。
【００２６】
　このような熱可塑性樹脂としては、例えば、リフロー温度における粘度が、３，０００
ｍＰａ・ｓ～１０，０００ｍＰａ・ｓであるものが挙げられる。具体的には、ポリカーボ
ネート樹脂、ホットメルト接着剤等が例示される。中でも、ホットメルト接着剤としては
、例えば、１１ナイロンや１２ナイロン等のポリアミド樹脂を主成分とするポリアミド樹
脂ホットメルト接着剤；熱可塑性ポリウレタン樹脂を主成分とするポリウレタン樹脂ホッ
トメルト接着剤；非晶性ポリプロピレン樹脂を主成分とするポリオレフィン樹脂ホットメ
ルト接着剤等が挙げられる。尚、ホットメルト接着剤を用いる場合は、反射防止のため黒
色のものが好ましい。
【００２７】
　前述した台座マウント３と底面部１１とは一体に形成される。台座マウント３と底面部
１１とを一体に形成する方法としては、例えば、側壁部３ｅの下端に所定の接着剤により
底面部１１を接着固定する方法；２色成形方法により台座マウント３と底面部１１とを一
体成形する方法；アウトサート成形により台座マウント３の下端に底面部１１を成形する
方法等が挙げられる。ここで、２色成形方法は、複数の樹脂から一つの物品を成形する場
合に、例えば、第１キャビティに第１樹脂を射出して第１成形体を成形し、次いで第１キ
ャビティに隣接する第２キャビティに第２樹脂を射出して第２成形体を成形することによ
り、２個の成形体が溶着し、一体的な成形品を形成する方法である。



(8) JP 2009-95000 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

　本実施の形態では、台座マウント３と底面部１１とは、２色成形方法により一体に形成
されている。２色成形方法によれば、プロセスを省略できるので好ましい。
【００２８】
　図４は、台座マウント３の側壁部３ｅと底面部１１との接合面の例を説明する図である
。図４（ａ）は、側壁部３ｅと底面部１１とが一体に形成され、平面状の接合面３ｄ０を
形成することを示す図である。前述したように、一体に形成する方法としては、接着剤に
よる固定、２色成形方法による一体成形が挙げられる。
　図４（ｂ）は、凹凸形状の接合面３ｄ１が形成されることを示す図である。図４（ｂ）
に示すように、側壁部３ｅ１は下側に凸形状が形成され、底面部１１ｂには、側壁部３ｅ

１の凸形状に対応する凹部が形成され、これらの凸部と凹部とは互いに嵌合している。接
合面３ｄ１を凹凸形状にすることにより、側壁部３ｅ１と底面部１１ｂとの接着面積が増
大し、密着性が向上する。
　図４（ｃ）は、凹凸形状の接合面３ｄ２を形成することを示す図である。図４（ｃ）に
示すように、側壁部３ｅ２は上側に凹形状が形成され、底面部１１ｃには、側壁部３ｅ２

の凹形状に対応する凸部が形成され、これらの凹部と凸部とは互いに嵌合している。
　図４（ｄ）は、波形状の接合面３ｄ３を形成することを示す図である。図４（ｄ）に示
すように、側壁部３ｅ３の下端と底面部１１ｄの上面はそれぞれ波形状が形成され、互い
に嵌合している。
【００２９】
　図５は、底面部１１がリフロー温度にて溶融した状態を説明する図である。図５（ａ）
に示すように、熱可塑性樹脂からなる底面部１１は（図５（ａ）（１））、リフロー温度
で溶融し、回路基板１２側に垂れてクリアランスＣが埋められる（図５（ａ）（２））。
このとき、溶融した熱可塑性樹脂の一部が回路基板１２の平面方向に流動し、側壁部３ｅ
の幅より大きい幅を有する拡がり部Ｗを形成することがある。
　このため、図５（ｂ）に示すように、底面部１１を、底面部１１の断面幅が先端に向け
て側壁部３ｅの断面幅より小さくなるテーパ形状ＴＰを有する形状とすることにより（図
５（ｂ）（１））、溶融した熱可塑性樹脂による拡がり部Ｗの幅が抑制される（図５（ｂ
）（２））。これにより、装置の省スペース化、小型化に対応が可能となる。
　また、図５（ｃ）は、底面部１１の断面幅が側壁部３ｅの断面幅より大きい場合を説明
する図である。底面部１１の断面幅が過度に小さい薄肉成形の場合は、リフロー温度で溶
融した後はさらに薄肉となり耐衝撃性が低下する傾向がある。この場合は、底面部１１の
断面幅を側壁部３ｅの断面幅より大きくすることにより（図５（ｃ）（１））、溶融した
熱可塑性樹脂の薄肉化が抑制される（図５（ｃ）（２））。これにより、溶融後の底面部
１１の耐衝撃性を強化することができる。
【００３０】
（第２の実施形態）
　尚、本実施の形態では、図３に示すように、底面部１１と回路基板（図示せず）との間
に所定のクリアランスＣを有する場合について説明したが、クリアランスＣを設けない場
合についても適用することができる。
　図６は、カメラモジュールの第２の実施形態の縦断面図である。図６（ａ）及び図６（
ｂ）には、カメラモジュールを構成する台座マウント３の矩形部３ｂより下側の部分の縦
断面図を示し、円筒部３ａ及びレンズユニット２を省略してある。尚、図３に示したカメ
ラモジュール１と同様な構成については同じ符号を用い、その説明を省略する。
　図６（ａ）に示すように、台座マウント３の矩形部３ｂを構成する側壁部３ｅの下端に
は、熱可塑性樹脂からなる底面部１１が回路基板（図示せず）と当接し、台座マウント３
と回路基板との間にクリアランスＣを形成しないように設けられている。
　また、ガラスカバー７の出射面側の配線パターン７ａには、半田バンプ９が配される。
【００３１】
　次に、図６（ｂ）に示すように、底面部１１は、リフロー炉における加熱処理に際し、
リフロー温度にて溶融し、回路基板上に垂れ広がることにより台座マウント３の矩形部３
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ｂが沈みこむ。このとき、配線パターン７ａに配した半田バンプ９が、回路基板上に予め
設けた実装部（半田ペースト塗布部）と当接し、半田実装が可能となる。
【００３２】
　次に、本実施の形態が適用されるカメラモジュール１と回路基板とを有する撮像装置の
製造方法を説明する。
　カメラモジュール１は、初めに、レンズユニット２が台座マウント３の円筒部３ａに仮
螺合され、フィルタ４が、台座マウント３のフランジ部３ｄに貼り付けられる。このとき
、センサ５は、受光領域５ａがガラスカバー７に向いた状態で、複数の半田バンプ８によ
って予めガラスカバー７に接合され固着されている。
　次に、センサ５に接合されたガラスカバー７が、台座マウント３の側壁部３ｅに囲まれ
て形成される領域に嵌め込まれる。
【００３３】
　その後、嵌め込まれたガラスカバー７の側端面と台座マウント３の側壁部３ｅとの間の
隙間に接着剤が流し込まれ、ガラスカバー７と台座マウント３とが接着される。この場合
、センサ５が接合されたガラスカバー７を嵌め込む前に、台座マウント３に接着剤を予め
流し込んでおいて接着しても良い。このとき、ガラスカバー７の側端面と側壁部３ｅとの
間の隙間は最小となっている。よって、ガラスカバー７を台座マウント３に嵌め込むと、
センサ５の受光領域５ａがレンズ２ｂの結像領域に光学的に位置決めされ、縦横方向の光
軸が調整される。その後、結像調整が行われた後に、接着剤によりレンズユニット２を台
座マウント３に固着し、カメラモジュール１の組み立てが終了する。
【００３４】
　続いて、以上により組み立てられたカメラモジュール１が、自動実装機（マウンタ）に
より回路基板（図示省略）に実装される過程を以下に説明する。
　組み立てが完了したカメラモジュール１はリールに実装される。そして、カメラモジュ
ール１を実装したリールがマウンタにセットされてマウンタが稼動することで、実装過程
が開始する。マウンタが、リールからカメラモジュール１をピックアップし、回路基板上
の所定位置に搭載する（搭載工程）。回路基板上のカメラモジュール１が搭載される位置
には半田ペーストが予め印刷されていて、マウンタがカメラモジュール１を所定位置に搭
載すると、カメラモジュール１は仮固定される。続けて、マウンタは、その他の電子部品
も回路基板上に搭載して搭載作業が完了する。尚、カメラモジュール１はリールからでは
なくトレイからピックアップされてもよい。
【００３５】
　次に、カメラモジュール１を搭載した回路基板はリフロー炉へ移送される。リフロー炉
では、回路基板は半田が融解する温度（例えば、２６０℃以上）で数十秒間加熱され、半
田付けがなされる（加熱工程）。このとき、カメラモジュール１のガラスカバー７の配線
パターン７ａに配置されている半田バンプ９が融解し、回路基板上に予め形成された端子
（図示省略）と半田接合する。これにより、カメラモジュール１内のセンサ５と回路基板
上の信号処理部とが電気的に接続する。
【００３６】
　このとき、カメラモジュール１の台座マウント３の下端に設けた熱可塑性樹脂からなる
底面部１１がリフロー温度にて溶融し、台座マウント３と回路基板とのクリアランスＣが
埋められる。これにより、台座マウント３の側壁部３ｅに囲まれた領域の内側は遮光され
る。
　このように、カメラモジュール１と回路基板とを有する撮像装置の製造方法において、
本実施の形態が適用されるカメラモジュール１を用いることにより、台座マウント３と回
路基板とのクリアランスＣを後工程で埋める作業が不要となる。このため、生産性向上及
び材料コストの低減を図ることができる。
【００３７】
　尚、フィルタ４は、台座マウント３に貼り付けられるだけではなく、台座マウント３に
凹部を設けて嵌め込んでも構わないし、ガラスカバー７と台座マウント３で挟み込んでも
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構わない。
【００３８】
　本実施の形態で説明したカメラモジュール１は、これを搭載したモバイル機器の一例と
しての携帯電話機、例えば、パーソナルコンピュータやＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）に搭載されるカメラ、自動車に搭載されるカメラ又は
監視カメラ等にも適用することが可能である。
【００３９】
（第３の実施形態）
　図７は、カメラモジュールの第３の実施形態の縦断面図である。図３に示したカメラモ
ジュール１と同様な構成については同じ符号を用い、その説明を省略する。
　図７に示されたカメラモジュール１ａは、台座マウント３１（円筒部３１ａ，矩形部３
１ｂ）の側壁部３１ｅの表面に導電性皮膜３１ｆが形成され、全体が電磁シールドされて
いる。
　さらに、台座マウント３１の側壁部３１ｅの下端には、側壁部３１ｅと一体になるよう
に底面部１１ａが設けられている。ここで、底面部１１ａは、リフロー温度にて溶融する
熱可塑性樹脂と導電性フィラーとを含む熱可塑性樹脂組成物から構成されている。
　図７に示すように、底面部１１ａは、台座マウント３１と回路基板１２ａの端子部１２
ｂとの間に、所定のクリアランスを形成している。そして、リフロー炉における加熱処理
に際し、リフロー温度にて底面部１１ａが溶融することにより、クリアランスが埋められ
ると共に、台座マウント３１の導電性皮膜３１ｆと回路基板１２ａの端子部１２ｂとの通
電が可能となり、シールド効果が得られる。
【００４０】
　ここで、導電性皮膜３１ｆとしては、例えば、ステンレス、銅、ニッケル、銀等の導電
性フィラーを、アクリル樹脂やウレタン樹脂等のビヒクルに分散させた導電性塗料の塗布
膜；銅、ニッケル等を用いて無電解めっき法により形成しためっき皮膜；アルミニウム等
を用いて形成した蒸着膜等が挙げられる。
　さらに、本実施の形態では、銅繊維、アルミニウムフレーク、ステンレス繊維等の導電
性フィラーを配合した合成樹脂コンパウンドを調製し、これを用いて台座マウント３１を
成型することにより、台座マウント３１そのものに電磁シールド性能を持たせることも可
能である。合成樹脂としては、前述したものと同様なものが挙げられる。
【００４１】
　導電性皮膜３１ｆは、台座マウント３１との通電が可能になるとともに、導電性フィラ
ーを含む熱可塑性樹脂組成物から構成された底面部１１ａが溶融することにより、回路基
板１２ａの端子部１２ｂとの通電が可能になる。
　これにより、従来、リフロー半田付け処理の後工程として行われている、導電性接着剤
又は半田を用いて、シールド部を回路基板１２ａに固定する工程が不要となり、生産効率
が向上する。また、従来必要とされていたポッティング接着における接着幅分の実装面積
が縮小される。さらに、別体の金属カバーが不要となるので、材料コストが低減する。
【００４２】
　図８は、台座マウント３１の側壁部３１ｅと底面部１１ａとの接合面の例を説明する図
である。図８（ａ）に示すように、底面部１１ａは、側壁部３１ｅの表面に予め形成され
た導電性皮膜３１ｆを介して、側壁部３１ｅの下端に固定されている。
　図８（ｂ）及び図８（ｃ）は、テーパ形状ＴＰが形成された接合面を示す図である。図
８（ｂ）に示すように、側壁部３１ｅの下端には、外側から内側に向かって下り勾配とな
るように、テーパ形状ＴＰが形成されている。これに伴い、底面部１１ａには、側壁部３
１ｅのテーパ形状ＴＰに対応するテーパ形状ＴＰが形成されている。尚、本実施の形態で
は、側壁部３１ｅの上端には、外側から内側に向かって上り勾配となるように、テーパ形
状ＴＰが形成されている。
　図８（ｃ）に示すように、側壁部３１ｅの下端及び上端にテーパ形状ＴＰを形成するこ
とにより、例えば、アルミニウム等の金属ＭＥを用いて、一方向からの蒸着処理等で導電



(11) JP 2009-95000 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

性皮膜３１ｆを容易に成膜することができる。
【００４３】
　次に、図８（ｄ）及び図８（ｅ）は、テーパ形状ＴＰがさらに段差ＳＴＰを有している
接合面を示す図である。図８（ｄ）に示すように、台座マウント３１（図７参照）の側壁
部３１ｅの下端は、側壁部３１ｅの外周面から側壁部３１ｅの厚さの約２分の１程度の範
囲まで側壁部３１ｅの外側から内側に向かって所定の下り勾配となるように形成された第
１のテーパ形状ＴＰ１ｅと、側壁部３１ｅの厚さの約２分の１程度の地点で接合面が回路
基板１２ａの方向に略垂直に下降するように形成された段差ＳＴＰｅと、段差ＳＴＰｅが
形成された部分から側壁部３１ｅの内側に向かって所定の下り勾配となるように形成され
た第２のテーパ形状ＴＰ２ｅと、を有している。
【００４４】
　一方、側壁部３１ｅの下端に形成された段差ＳＴＰｅを有するテーパ形状に対応し、底
面部１１ａの側壁部３１ｅの下端と接合する面は、底面部１１ａの外周面から底面部１１
ａの厚さの約２分の１程度の範囲まで底面部１１ａの外側から内側に向かって所定の下り
勾配となるように形成された第１のテーパ形状ＴＰ１ａと、底面部１１ａの厚さの約２分
の１程度の地点で接合面が回路基板１２ａの方向に略垂直に下降するように形成された段
差ＳＴＰａと、段差ＳＴＰａが形成された部分から底面部１１ａの内側に向かって所定の
下り勾配となるように形成された第２のテーパ形状ＴＰ２ａと、を有している。
【００４５】
　図８（ｄ）に示すように、側壁部３１ｅの下端と底面部１１ａとの接合部において、側
壁部３１ｅの下端に形成された第１のテーパ形状ＴＰ１ｅと底面部１１ａの側壁部３１ｅ
の下端と接合する面に形成された第１のテーパ形状ＴＰ１ａとが対向し、側壁部３１ｅの
段差ＳＴＰｅと底面部１１ａの段差ＳＴＰａとが対向し、側壁部３１ｅの第２のテーパ形
状ＴＰ２ｅと底面部１１ａの第２のテーパ形状ＴＰ２ａとがそれぞれ対向することにより
、側壁部３１ｅの下端と底面部１１ａとの密着性が向上する。
　図８（ｅ）に示すように、底面部１１ａが溶融することにより、導電性皮膜３１ｆは回
路基板１２ａの端子部１２ｂとの通電が可能になる。
【００４６】
　図９は、回路基板の端子部１２ｂの形状を説明する図である。図９（ａ）に示すように
、リフロー温度において底面部１１ａが溶融する際に、溶融した熱可塑性樹脂組成物の一
部が、回路基板１２ａに設けた端子部１２ｂの横方向にはみ出す場合がある（図中、矢印
部分）。
　次に、図９（ｂ）に示すように、回路基板１２ａ１に、端子部１２ｂを設ける部分が凸
部となるように段差を形成することにより、溶融した熱可塑性樹脂組成物のはみ出しが防
がれる。また、図９（ｃ）に示すように、回路基板１２ａ２に、端子部１２ｂを設ける部
分が凹部となるように段差を形成し、溶融した熱可塑性樹脂組成物の一部を凹部に収容す
ることによっても、同様な効果が得られる。
【００４７】
　また、本実施の形態では、図９（ｄ）に示すように、端子部１２ｂ１は、カメラモジュ
ール１ａ（図７参照）の底面を周回するように、断続的な配線パターンで、回路基板１２
ａに形成されている。さらに、図９（ｅ）に示すように、端子部１２ｂ２が、連続的な配
線パターンで回路基板１２ａに形成されていることにより、接地面積が増大し、シールド
効果が強化される。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本実施の形態が適用されるカメラモジュールを説明する図である。
【図２】図１に示すカメラモジュールの分解斜視図である。
【図３】図１に示すカメラモジュールの縦断面図である。
【図４】台座マウントの側壁部と底面部との接合面の例を説明する図である。
【図５】底面部がリフロー温度にて溶融した状態を説明する図である。
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【図６】カメラモジュールの第２の実施形態の縦断面図である。
【図７】カメラモジュールの第３の実施形態の縦断面図である。
【図８】台座マウントの側壁部と底面部との接合面の例を説明する図である。
【図９】回路基板の端子部の形状を説明する図である。
【符号の説明】
【００４９】
１，１ａ…カメラモジュール、２…レンズユニット、３，３１…台座マウント、３ｅ，３
１ｅ…側壁部、５…センサ（撮像素子）、１１，１１ａ…底面部、１２，１２ａ，１２ａ

１，１２ａ２…回路基板、１２ｂ，１２ｂ１，１２ｂ２…端子部、３１ｆ…導電性皮膜

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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